
  

 
  

 
 

 
 
 
 

  仕事の紹介料 

Ｑ：当社は、この度、同業者から仕事の紹

介を受けましたので、その同業者に紹介料を

払おうと思っています。税務上の取扱いはど

うなりますか？ 

 

Ａ：情報提供を業としている者に対する紹

介料は損金に、業としていない者に対する紹

介料は一定の場合を除き交際費に該当します。 

【解説】 

法人税では、情報提供業者に支払う紹介料は、

必要経費として損金になりますが、情報提供業

者以外の者に支払う紹介料は、次の要件のすべ

てを満たしている場合を除き、交際費等として

取り扱われます。 

 ①その金品の交付があらかじめ締結された契

約に基づくものであること。 

 ②提供を受ける役務の内容がその契約におい

て具体的に明らかにされており、かつ、これ

に基づいて実際に役務の提供を受けている

こと。 

 ③その交付した金品の価額がその提供を受け

た役務の内容に照らし相当と認められるこ

と。 

なお、この取扱いは、その情報提供等を行う

者が非居住者又は外国法人である場合にも適

用されますが、その場合には、その受ける金品

に係る所得が国内源泉所得のいずれかに該当

するときは、これにつき相手方において所得税

又は法人税の納税義務が生ずることになりま

すので注意が必要です。 

Ｒ Ｅ  Ｄ Ａ Ｓ  
リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ

Ａ 

１９９４年１月６日創刊・毎日発行 

リ ー ダ ァ ス ク ラ ブ Ｆ Ａ Ｘ ニ ュ ー ス  

（２０１０年）平成２２年   月   日 水曜日 １１２４

発行所 株式会社 
大阪市中央区備後町２－４－６ 
編集発行人：税理士 三輪 厚二 

Tel  ：06-6209-7678

Fax ：06-6209-8145ＦＰシミュレション― 

第 

 

4 1 2 8  

 

号 

ホーム ＞ リーダァスクラブ ＞ バックナンバー 

三輪厚二税理士事務所／顧問料不要の三輪会計事務所（編集・発行：税理士 三輪厚二）

大阪市中央区備後町 2-4-6  TEL：06-6209-7191  WEB：http://www.zeirishi-miwa.co.jp  

お見積り・お問合せ：http://www.zeirishi-miwa.co.jp/toiawase.html

http://www.zeirishi-miwa.co.jp/
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/index.html
http://www.zeirishi-miwa.co.jp/readasclub/backno.html

